
杉並区外部評価委員会 
 

 杉並区外部評価委員会は、区における行政評価制度を第三者の立場か

ら充実させて、その客観性を高めるとともに政策実現手段としての入

札及び契約手続の公正性、透明性を確保することを目的とし、平成 14

年９月に発足しました。委員は学識経験者など 5名です。 

 

 所掌事項は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 その他の事項について、杉並区外部評価委員会条例をご覧ください。 

（2ページをご覧ください。） 

 

 会議録と資料は区政情報「会議録・答申・報告書」の「政策経営部」

フォルダ内に掲載しています。 

 

 お問合せは企画課までお願いします。 

 

電話 03(3312)2111（代表） 

     FAX 03(3312)9912 

 

 区における行政評価に関すること。 

 入札その他の契約に係る手続きに関すること。 

 入札その他の契約に係る手続きに関し、利害関係者からの苦情

申立ての処理に関すること。 

 



杉並区外部評価委員会条例 

平成26年３月18日 

条例第３号 

（設置） 

第１条 杉並区（以下「区」という。）における行政評価制度を公正かつ中立な立場から充

実させ、その客観性を高めるとともに、区が発注した工事等の入札その他の契約に関し、

手続の公正性及び透明性の確保を図るため、区長の附属機関として、杉並区外部評価委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について、区長の諮問に応じ、答申する。 

(１) 区における行政評価に関する事項 

(２) 入札その他の契約に係る手続に関する事項 

(３) 入札その他の契約に係る手続に関し、当該契約に利害関係を有する者からの苦情の

申立てに関する事項 

（組織） 

第３条 委員会は、学識経験者その他区長が適当と認める者のうちから、区長が委嘱する委

員５人以内をもって組織する。 

２ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第４条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、会長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の議決があったときは、非公開とするこ

とができる。 

（委員以外の者の出席等） 

第６条 委員会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて

意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（委員の除斥） 

第７条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に

関する事項又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事項につ

いては、議事に加わることができない。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

２ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和50年杉並区条例第31号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 


